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児童福祉施設給食用スキムミルク
こども誰でも通園制度について

スキムミルクの特質
ニュージーランドスキムミルクの安全性
スキムミルクの取り扱い
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『こども誰でも通園制度』が
 制度化されました！！

（参考）出典：	こども家庭庁HPよりhttps://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/daredemo-tsuen
	 ・こども誰でも通園制度の実施に関する手引
	 ・事業者向けリーフレット
	 ・【実施要綱】乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施について

＜こども誰でも通園制度の創設＞
　全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対
して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的とし、現行の幼
児教育・保育給付とは別に、子ども・子育て支援法上に新たに「乳児等のための支援給付」が創設され
ることになりました。
（※「乳児等のための支援給付」は令和８年４月１日施行。令和７年度は地域子ども・子育て支援事業とし実施）

１.　令和７年度の制度の概要
⃝【実施主体】 市町村（特別区を含む）
⃝【概要】  ①月一定時間までの利用可能枠の中で、②就労要件を問わず、③時間単位等で、柔軟に利用

できる制度。

（１）���対象となる�
こども

保育所、認定こども園、地域型保育事業等に
通っていない０歳６か月～満３歳未満とする。
※�認可外施設に通っている０歳６か月～満３歳未満のこど
もは対象。
　�企業主導型保育事業所に通っている０歳６か月～満３歳
未満のこどもは対象外。

（２）�実施事業者・
事業所（施設）

保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家
庭的保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点
事業所、企業主導型保育事業所、認可外保育施
設（「認可外保育施設指導監督基準」を満たさ
ない施設を除く）、児童発達支援センター等
※�児童福祉法第34条の15第２項に定める乳児等通園支援事
業の認可を受けた事業所であること

（３）�利用可能時間
および単価

こども１人当たり月10時間を上限とする。１時間以上の利用については30分単位で実施
も可能。
こどもの年齢に応じたこども１人当たりの単価を設定。障害児等の加算についてはいずれ
か１つのみ適用する。（右記ご参照）

（４）�保育所等が制
度を利用する
と…

利用児童の減少等により定員を満たすことが難しくなりつつある保育所等において、キャ
リアを重ね、高い専門性を有する保育者などの人材を手放すことなく、事業を継続した
り、発展させたりしていく可能性が広がります。

２.　�こども誰でも通園制度の実施施設では、�
児童福祉施設給食用スキムミルクをご利用いただけます！！

　令和７年度の税制改正（令和７年４月１日施行）により、こども誰でも通園制度の実施事業者（事業
所）として市町村より認可されますと､ ｢施設単位｣ や ｢児童単位｣ で新たに当協会のスキムミルクをご
利用いただけます。（※ただし給食の提供が行われる場合に限ります）
（１）新たに対象となる「施設」
　　【施設指定】

・幼稚園
・認可外保育施設

（２）新たに対象となる「児童」
　　【事業指定】
　　※誰でも通園制度の児童のみが対象

・地域子育て支援拠点
・乳児等通園支援事業専用施設

※こども一人､ １時間当たり単価
０歳児 1,300円
１歳児 1,100円
２歳児 900円
障がい児加算 400円
要支援家庭のこども加算 400円
医療的ケア児加算 2,400円
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　スキムミルクご利用にあたり配送と請求等につきましては下記の通りとなりますので、ご確
認をお願い致します。またご不明な点は協会までお気軽にお問合せください。

■配送業者　　名鉄運輸（株）にてお届け　※（株）若洲経由

■配分時期　　定期配分　　　第１回………	４月	（４月１日～10日着）
　　　　　　　　　　　　　　第２回………	７月	（７月１日～10日着）
　　　　　　　　　　　　　　第３回………	10月	（10月１日～10日着）
　　　　　　　　　　　　　　第４回………	１月	（１月４日～15日着）
　　　　　　　※追加注文は随時承っております。

■送 り 状　　配送時にお渡し
　（納品書）　　※送り状が納品書となります。
	 　　　　受払台帳と一緒に必ず保管をお願いします。

１. ＜配送について＞

●請 求 者　　公益財団法人　児童育成協会よりご請求。

●お支払方法　原則、「口座振替」のご利用をお願いしております。
　　　　　　　・口座振替は、手数料無料です。
　　　　　　　・	協会HP掲載の「口座振替依頼書」をご記入の上、原本をご郵送く

ださい。なお金融機関によっては、登録に１か月ほどかかる場合が
あります。

　　　　　　　　※	口座振替をご希望いただけない場合は、銀行振込もご利用可能です。
　　　　　　　・銀行振込の場合は、施設様に振込手数料をご負担いただきます。

●お支払金額のご案内　　	「口座振替のご案内	兼	請求書」を「圧着ハガキ」にてお
引き落とし前にお送りします。（銀行振込の場合は「請求
書」をお送りします。公立施設様は指定様式の対応も可能
ですのでお問い合わせください。）

●投函時期
　①【口座振替のご案内 兼 請求書】…… ・定期配分	……	配送月の当月中旬
	 ・追加配分	……	配送月の翌々月上旬
　②	【請求書】　（銀行振込の場合）……	 ・定期配分	……	配送月の当月中旬
	 ・追加配分	……	配送月の翌月上旬

２. ＜請求・お支払いについて＞


